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教育委員会 学校教育部  

保健体育課 児童・生徒防犯安全対策室  

 

令和３年度の児童生徒に係る防犯関係事業について 

 

１ 児童生徒自身の防犯対策及び防犯教育 

・防犯ブザー配付（就学する前の児童を対象に配付） 

・防犯教育用冊子「ふなっこのぼうはん」配付 

（小学校２年生用。小学校１年生の春休み前に配付） 

 

２ 児童生徒の登下校時の防犯活動「スクールガード」事業の実施 

スクールガードの登録状況（令和３年３月末現在４，６４８人） 

 

 

資料３ 



2 

３ 防犯活動支援体制の整備 

スクールガード・リーダーの委嘱（教職員ＯＢ １１人） 

 

４ 児童生徒に係る不審者情報の把握と提供 

学校からの不審者情報を近隣校又は全校及び関係機関に情報提供 

 

５ 学校防犯カメラの設置 

児童生徒及び教職員の安全を確保するため、学校の校門などに防犯カメラを設置(※)。

２４時間撮影録画することで、不審者による学校敷地内や施設への侵入を抑止する。 

設 置 校 市立の小学校、中学校、特別支援学校及び高等学校（全８４校） 

稼働開始日 平成２３年９月１日 

設 置 内 容 防犯カメラ（１校当たり約４台）、夜間センサーライト、モニター、 

デジタルレコーダー、「防犯カメラ作動中」表示パネル 

  ※船橋小学校、塚田南小学校はそれぞれ建て替え時、建設時に施設課にて設置 

 

【参考：小学校及び中学校における学校事故報告件数の推移】 

年度 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 

件数 85 69 30 20 22 28 35 21 15 15 27 24  

 設置前 設置後 

※事故内容は、侵入、窓ガラス破損、盗難、火災、焚き火、その他の破損等 

※件数は教育委員会管理部施設課からの提供 
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６ 通学路防犯カメラの設置 

町会自治会に属さない通学路で、防犯カメラが必要な通学路に設置。通学路を撮影録画

することにより、犯罪の発生を抑止し、安全を確保する。 

設置箇所 設置年月日 設置台数 

高根小学校通学路 令和元年９月１日 ２台 

小栗原小学校通学路 令和２年９月１日 １台 

 

【参考：児童生徒に係る不審者情報件数 前年度比較表】 
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令和 2年度 0 1 6 3 5 9 8 6 4 42 2 8 3 55 

令和 3年度 8 4 6 6 1 8 9 0 5 47    47 

※令和３年度は１２月末までの件数 
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【参考：児童生徒に係る不審者情報件数 時間帯別比較表】 
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平成18年度 4 10 12 6 2 2 5 9 9 22 16 12 6 1 0 1 0 117 

平成30年度 1 17 6 1 4 0 0 2 3 14 19 8 6 2 0 1 1 85 

令和元年度 2 6 1 0 0 0 0 0 4 12 12 7 7 1 1 0 0 53 

令和 2 年度 3 9 3 0 1 1 0 2 3 13 10 7 1 2 0 0 0 55 

令和 3 年度 2 4 2 1 0 1 3 4 0 11 8 7 1 1 0 1 1 47 

※令和３年度は１２月末までの件数 
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７ その他 

平成２６年２月１日から危機管理課にて、防災行政無線による「子供たちに帰宅を促す

放送」を実施。 

放送時間 夏季（ ４月１日～９月３０日）午後５時３０分 

チャイム 午後６時００分 

冬季（１０月１日～３月３１日）午後４時３０分 

          チャイム 午後５時００分 

メロディ 童謡「七つの子」 

放 送 文 「こちらは船橋市役所です。５時３０分（※）になりました。子供たちは、

気を付けておうちに帰りましょう。地域の皆さん、子供たちの見守りをお

願いします。」 

※冬季は４時３０分 

 

 

 


